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情
報
公
開
制
度
お
よ
び

個
人
情
報
保
護
制
度
の

実
施
状
況

　
「
情
報
公
開
制
度
」
は
、
町
が
保
有

す
る
情
報（
公
文
書
等
）を
み
な
さ
ま

か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
公
開
す
る
こ

と
で
、
よ
り
開
か
れ
た
町
政
を
推
進

し
、
み
な
さ
ま
と
の
信
頼
・
協
力
関

係
を
深
め
よ
う
と
す
る
制
度
で
す
。

　

令
和
４
年
11
月
末
現
在
の
実
施
状

況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◦
公
文
書
開
示
請
求
件
数
…
…
１
件

◦
公
文
書
開
示
請
求
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
決
定
状
況
…
１
件

◦
審
査
請
求
の
件
数
…
…
…
…
０
件

　

ま
た
、「
個
人
情
報
保
護
制
度
」
は
、

町
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
を

図
る
た
め
の
適
正
な
手
続
き
な
ど
を

定
め
た
制
度
で
、
自
分
の
個
人
情
報

の
開
示
や
個
人
情
報
の
訂
正
、
利
用

停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
４
年
11
月
末
現
在
の
実
施
状

況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◦
開
示
請
求
件
数
…
…
…
…
…
０
件

◦
訂
正
請
求
お
よ
び
利
用
停
止
等
の

　
　
　
　
　
　
　
受
付
件
数
…
０
件

個
人
浄
化
槽
を

設
置
さ
れ
て
い
る
方
へ

～
浄
化
槽
の
維
持
管
理
は

大
丈
夫
で
す
か
？
～

①
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

法
定
検
査
は
、
使
用
開
始
後
３
か

月
を
経
過
し
た
日
か
ら
５
か
月
以
内

に
１
回
実
施
す
る
「
７
条
検
査
」
と
、

毎
年
１
回
実
施
す
る
「
11
条
検
査
」

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
検
査
は
浄
化
槽
が
正
し
く
働

い
て
い
る
か
、
き
れ
い
な
水
が
流
れ

て
い
る
か
を
調
べ
る
も
の
で
、
指
定

機
関
へ
の
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し

ま
す
。

※�「
７
条
検
査
」「
11
条
検
査
」は
、
そ

れ
ぞ
れ
浄
化
槽
法
第
７
条
と
第
11
条

に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
定
検
査
で
す
。

②
保
守
点
検
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

保
守
点
検
は
、
日
高
町
を
営
業
範

囲
と
し
て
、
和
歌
山
県
に
登
録
さ
れ

て
い
る
業
者
と
契
約
を
し
ま
し
ょ

う
。
一
般
家
庭
の
場
合
は
、
点
検
回

数
は
概
ね
４
か
月
に
１
回
以
上（
年

間
３
回
以
上
）と
な
り
ま
す
。

③
清
掃
を
し
ま
し
ょ
う

　

清
掃
は
日
高
町
の
許
可
業
者
と
契

約
し
て
、
毎
年
１
回
以
上
実
施
し
ま

し
ょ
う
。

《
ご
注
意
く
だ
さ
い
》

　

浄
化
槽
は
適
正
な
維
持
管
理
を
行

わ
な
い
と
水
質
汚
濁
や
悪
臭
の
原
因

と
な
り
ま
す
。
浄
化
槽
の
維
持
管
理

は
法
定
検
査
、
保
守
点
検
、
清
掃
を

行
う
よ
う
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

水
質
の
保
全
お
よ
び
生
活
環
境
を

守
る
た
め
、
浄
化
槽
の
正
し
い
維
持

管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

【
検
査
申
込
み
機
関
】

公
益
社
団
法
人

和
歌
山
県
水
質
保
全
セ
ン
タ
ー

〒
６
４
０
―
８
０
３
２

和
歌
山
市
南
大
工
町
26（
環
境
会
館
）

　

�（
☎
０
７
３･

４
３
２･

６
４
３
３
）

　

http://w
akayam

a-suiho.or.jp

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

上
下
水
道
課（

☎
６
３・
３
８
０
５
）

ご
み
の
出
し
方
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

最
近
、
地
元
の
ご
み
カ
ゴ
・
粗
大

ご
み
置
き
場
以
外
の
場
所
に
ご
み
が

棄
て
ら
れ
て
い
た
り
、
回
収
で
き
な

い
ご
み
が
棄
て
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
通
報
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
み
を
棄
て
る
際
に
は
、
収
集
日

程
を
ご
確
認
の
上
、
必
ず
お
住
ま
い

の
地
区
が
指
定
す
る
ご
み
集
積
場
所

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ご
み
の
分
別
に
も
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課（
☎
６
３・３
８
０
０
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

総
務
課（
☎
６
３・
２
０
５
１
）
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人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

　

1
月
17
日（
火
）、
人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か
ら

４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、
民
生
児
童
委
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委
員
の

方
々
で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

日
高
町
社
会
福
祉
協
議
会

（
☎
６
３・
２
７
５
１
）

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

▼
国
民
年
金
の
加
入
は

�

20
歳
か
ら

　

20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
、「
国
民
年
金
加
入
の

お
知
ら
せ
」
や
納
付
書
等
に
よ
り
、

国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▼
国
民
年
金（
基
礎
年
金
）に
は

　

３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
老
後
を
支
え
ま
す

②�

病
気
や
け
が
で
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
え
ま
す

③�

加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
子

の
あ
る
配
偶
者
、
子
を
支
え
ま
す

▼
保
険
料
納
付
は

�

便
利
な
口
座
振
替
を
！

　

口
座
振
替
に
す
る
と
、
指
定
し
た

口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ

ま
す
の
で
、
金
融
機
関
の
窓
口
ま
で

納
め
に
行
く
手
間
が
か
か
ら
ず
大
変

便
利
で
す
。
ま
た
、
納
め
忘
れ
も
防

げ
ま
す
。
口
座
振
替
手
続
き
は
、
金

融
機
関
窓
口
に
納
付
書
と
預
金
通

帳
、
通
帳
の
届
出
印
を
ご
持
参
の
う

え
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

ま
た
、
令
和
５
年
２
月
中
に
口
座

振
替
を
申
し
込
め
ば
国
民
年
金
保

険
料
の
２
年
前
納
が
可
能
に
な
り

ま
す
。（
支
払
保
険
料
が
多
少
割

引
と
な
り
ま
す
）

▼
保
険
料
を

�

納
め
ら
れ
な
い
と
き��

　

申
請
免
除
制
度
・
若
年
者
納
付
猶

予
・
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま

す
。
本
人
の
届
け
出
後
、
審
査
に
よ

り
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
所
得

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
を
せ
ず
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
す
る
と
、
将
来
年
金
を
受
給

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
世
代
と
世
代
の
支
え
合
い

　

公
的
年
金
制
度
は
、
老
後
や
障
害

を
負
っ
た
と
き
に
、
働
い
て
い
る
世

代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え

で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

▼
国
民
年
金
基
金

　

老
齢
基
礎
年
金
に
上
積
み
し
て
年

金
を
受
け
取
る
制
度
で
す
。
国
民
年

金
の
保
険
料
を
納
め
て
い
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
が
加
入
で
き
る
年

金
で
す
。

　

ま
た
、
納
め
た
保
険
料
は
、
全
額

が
所
得
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
国
民
年
金
基
金（
☎
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０･

６
５･

４
１
９
２
）ま
で
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課

　
（
☎
６
３・３
８
０
０
）

　
田
辺
年
金
事
務
所

　
（
☎
０
７
３
９・２
４・０
４
３
２
）

老
齢
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

遺
族
基
礎
年
金
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